
令和 2年 5月 22日 

保護者の皆さま 

ひだまり保育園 

 

臨時休園終了後の対応について 

 

新型コロナウィルスの感染拡大や緊急事態宣言の発令を受けて臨時休園へのご理解・ご協

力ありがとうございました。家の中での生活が長く続き、ストレスが溜まったり、多くの不

安を感じておられたかと思います。子ども達の為に、明るい光を目標に前向きに過ごしてい

きましょうね。 

大阪府の緊急事態宣言が解除され、大東市の決定に基づき、令和 2 年 5 月 24 日（日）を

もって、臨時休園を終了しますが、令和 2 年 5 月 25 日（月）から 6 月 7 日（日）の間につ

きましては、引き続き登園自粛の要請を行います。まだまだ予断を許さない状況であり、少

しでも感染リスクを避けるため、お仕事がお休みの場合やご都合のつく方は、ご協力お願い

します。 

ひだまり保育園としては、感染予防を第一と考えています。引き続き気を緩めることなく

感染拡大防止に努めていきたいと思います。 

新型コロナウィルが一日も早く収束することを願い、一緒に頑張りましょう。 

 

① 登園自粛のお願い 

大東市より本日発表の「保育所等における臨時休園の終了及び登園の自粛について」 

（令和 2年 5月 22日）の内容を参照して下さい。 

 

② 送迎について 

施設に入られたら、手指の消毒を行ってください。玄関に消毒液を設置しています。 

また、保護者の方におかれましては、送迎時にはマスクを着用し、お一人で来園してい

ただくようご協力お願いいたします。 

 

③ 登園するときは 

登園前に必ず検温・健康観察を行い、体温を連絡ノートに記入してください。また、登

園後も検温を行い「体温記入表」に記入してください。       

 

(裏面に続く)  



 

④ 登園出来ません 

1.発熱や呼吸器症状(せき・鼻水・息苦しさ)等の症状がみられる時。 

2.発熱し、解熱後 24時間が経過していない時。 

3.いつもと違う体調変化が見られた時。 

4.園児や同居の家族（送迎に来られる親族等を含む）が新型コロナウィルス感染症の 

濃厚接触者と確認された場合。                 

 

※保育中に発熱や体調変化があった時は、連絡させていただきますので、速やかに 

お迎えにきてください。 

 

⑤ 行事等について 

行事については、延期もしくは中止の対応を取らせていただくことがあります。 

 

⑥ その他 

1.気温が高くなり熱中症を起こすことがある為、調節しやすい服装にしてください。 

汗をかいて着替えをする回数が増えてきますので着替えを多めに持ってきてください。 

2.掛け布団は薄手の物をご持参ください。 

3. 園からのメールを読まれましたら、開封確認の URLをクリックしていただけると 

助かります。 

 

 

今後の状況により、対策を変更・継続していく可能性がありますので、園からの情報に

ご留意頂きますようお願いいたします。 

 


